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年次有給休暇の年間平均取得日数10日を目指します。

現在、従業員と相談の上、夏期の3日間、従業員・会社指定の5日間、合計8日間を最低

限の年間取得日数として呼びかけています。今後、時間休制度の導入を検討し、より有

休を取得しやすい環境を作り、年間平均取得日数10日を目指します。

子育て・介護などの従業員の家庭事情に合わせて休みやすい・働きやすい環境を目指

します。

それぞれの業務を担当するチーム間で、業務内容やスケジュールを共有し、進捗具合に

応じて随時、業務再分配・人員再配置を行います。臨機応変に対応できる組織作りを日々

の業務に組み込むことで、従業員の家庭や体調等諸事情へのフォロー体制充実に反映さ

せます。


